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　三条市立中学校１校において、学級編制における上限を超えた学級があるこ

とが判明しました。当該学校の生徒及び保護者に説明を行い、生徒の心のケアに

努めるとともに、学級の再編制に向けた準備を進めます。 

 

【本件のポイント】 

●三条市立中学校１校に学級編制における上限を超えた学級があることが判明 

●当該学校の生徒及び保護者に説明を実施 

●当該学年の学級を再編制 

 

【本件の概要】 

１　概要 

　　「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の一

部改正により、令和８年度から中学１年生の学級編制の標準は 35 人以下とな

りましたが、５月１日を基準とした学級編制調査において、三条市立中学校１

校に 35 人を超えて編制している学級があることが判明したものです。 

 

２　経過 

　(1) ５月１日（金）、５月１日を基準とした学級編制調査において、中学１年

生で 35 人を超えて編制している学級があることが判明 

　(2) 新潟県教育委員会に報告し、対応を協議 

　(3) 学校とも対応を協議 

　(4) ５月８日（金）夕方、当該学年の学級を再編制する方向で調整 

　(5) 当該学校の生徒、保護者に説明 

 

３　対応 

　(1) 当該学校の生徒及び保護者に説明を行い、生徒の心のケアに努めるとと

もに、学級再編制に向けた準備を進めます。 

　(2) 同様の事案が生じないよう、本年度から、全ての学校における次年度の学

級編制の詳細について市教育委員会による確認を３月中に実施します。 

 

４　その他 

　　生徒の心身の安定および学校教育活動の正常な運営を図るため、学校への

ご取材やお問い合わせはご遠慮ください。

三条市立中学校１校における学級再編制について

【問い合わせ】三条市教育委員会事務局 学校教育課　相田 

電話：0256-45-1112


